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期

甲

斐

源

氏

の
屋

形

造

り
―

甲
陽
軍
鑑
の

「
家
」
の
概
念

武
田
信
玄
が
天
文
二
十

（
一
五
五

一
）
年
に
入
道
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
甲

陽
軍
鑑
は
四
つ
の
理
由
を
議
論
し
て
い
る
が
、
第

一
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「
武
田
は
新
羅
三
郎
公
よ
り
信
玄
公
ま
で
十
七
代
に
て
、
し
か
も
代
表
弓
矢

を
取
て
其

誉

有
を
も

っ
て
の
故
か
、
公
方
の
御
代
官
と
し
て
御
同
座
の
折
々
、

両
度
に
至
て
御
陣
所
に
な
を
し
置
給
か
に
付
て
、
武
田
殿
居
住
の
処
は
、
今
に

い
た

っ
て
御
所
と
申
し
て
も
苦
し
か
ら
ず
。
然
れ
ば
晴
信
公
代
に
家
を
破
り
て

は
、
跡
十
六
代

へ
対
し
晴
信
公
面
目
な
き
次
第
な
り
。

信

世
間
の
体
を
み
る

に
、
ひ
さ
し
き
家
共
皆
破
れ
、
琥
ぱ
一や
武
田
の
家
な
ど
破
る
る
時
刻
に
廻
来

た
る
と

思

食
て
、
信
玄
公
御
詫
に
、
昔
平
の
清
盛
は
身
命
を
惜
し
み
て
発
心

な
り
、
我
は
前
代

へ
の
た
め
に
と
て
件
の
如
し
。
」

甲
陽
軍
鑑
に
使
わ
れ
て
い
る

「
家
」
と
い
う
言
葉
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
持

っ

て
い
る
。
武
田
の

「
家
」
は

，
　

一
人
の
祖
先
に
よ
る
代

々
の
一
系
ま
た
は

ラ
イ
ン
ハ
ル
ト

・
ノ

ェ
ル
ナ
ー

・
　
子
孫
の
手
柄
に
よ
る
家
柄
、
あ
る
い
は

ｏ
　
そ
の
家
族
の
居
住

と
し
て
み
ら
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
の
面
が
あ

っ
た
。
甲
陽
軍
鑑

は
信
玄
法
度
の
喧
嘩
両
成
敗
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
幸
武
田
の
御
殿
は
公
方
家
の
作
法
な
り
。
公
方
の
御
屋
形
作
り
は
、
第

一

諸
人
の
つ
き
あ
ひ
に
慮
外
な
き
こ
と
肝
要
に
候
故
、
諸
侍
伺
候
い
た
す
に
は
、

縁
ば
か
り
あ
る
き
申
や
う
に
造
給
ふ
は
、
中
興
鎌
倉
に
て
頼
朝
公
よ
り
始
ま
り

ｎ
。
其
後
尊
氏
公
、
右
の
図
を
も

っ
て
、
都
に
て
造
り
給
ふ
屋
形
作
り
の
様
子
、

人
々
慮
外
な
き
様
を
宗
と
す
る
は
、
公
方
家
の
屋
形
作
り
な
り
。
」

要
す
る
に
、
家
の
内
部
の
構
造
は
内
輪
も
め
を
防
ぐ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
そ
う
し
て
、

「
家
」
の
四
つ
目
の
面
は

ｏ
　

「
家
中
」
、

つ
ま
り
家
臣
団
の
構
造

で
あ

っ
た
。

甲
陽
軍
鑑
の
考
え
た

「
家
」
の
多
面
性
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で

き
る
と
思
う
。

（第
１
表
）
。

こ
れ
ら
の
概
念
を
用
い
て
、
著
者
は
武
田
家
の
支
配
制
度
を
研
究
し
て
い
る
と



領 屋 土

地 形 着

官 家 手

職 柄 柄

支
配
の

場
所
と

実
態

他
支
配

者
と
の

関
係

経
済

政
治

伝 代 祖

統 々 先

庶 家 一

民 中 族

支
配
の

伝
来
と

正
統

被
支
配

者
と

の

関
係

文

化
社
会

こ
ろ
だ
が
、
本
稿
で
は
そ
の
最
初
を
な
す
甲
斐
源
氏
の
上
着
を
巡
る
諸
問
題
に

触
れ
て
み
た
い
。
第
１
表
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、

「
土
着
」
は

「
支
配
の
場
所

と
実
態
」
を
定
め
る
、
新
支
配
者
の
決
定
的
な
第

一
歩
と
考
え
ら
れ
る
。
石
井

進
氏
な
ど
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
武
土
は

「
名
字
の
地
」
が
な
け
れ
ば
支
配
者

の
身
分
も
取
得
で
き
な
い
。

一
流
の
武
士
で
あ

っ
た
武
国
家
は
ど
う
で
あ

っ
た
ろ
う
。

濫
　
　
　
行

大
治
五

（
一
一
三
〇
）
年
末
の
事
件
だ
が
、
常
陸
の
国
司
は
そ
の
住
民
清
光

を

「
濫
行
」
で
朝
廷
に
訴
え
た
。
朝
廷
の
判
断
は
不
明
で
あ
る
が
、
仮
に
こ
の

清
光
を
源
清
光
と
す
れ
ば
、

「
尊
卑
分
脈
」
に
記
録
さ
れ
て
い
る
清
光
の
父
義

清
の

「
配
流
」
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
父
子
は

「
濫
行
」

の
た
め
に
甲
斐
国

へ
流
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

ほ
ぼ
同
時
に
も
う

一
人
の
常
陸
の
国
の
住
民
が
同
じ
理
由
で
訴
え
ら
れ
た
。

「
悪
権
守
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
平
広
幹
が
隣
の
下
総
の
国
の
荘
園
に
無
理
を
や

っ

た
、
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
清
光
の

「
濫
行
」
も
同
様
の
武
力
行
使
を
指
し
た

と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
広
幹
と
清
光
は
親
威
で
あ

っ
た
。
清
光
の
祖
母
は

平

（吉
田
）
清
幹
の
娘
で
、
広
幹
の
祖
父
は
清
幹
の
兄
で
あ

っ
た
。

源
義
清
は

「
尊
卑
分
脈
」
な
ら
び
に

「
大
聖
寺
過
去
帳
」
で

「
武
田
冠
者
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
、
志
四
氏
は
彼
が
配
流
の
前
に
常
陸
国
那
賀
郡
武
田
郷

に
住
ん
で
い
た
と
推
定
し
て
い
る
。
こ
れ
以
前
甲
斐
国
に
は

「
武
田
」
と
い
う

郷
な
ど
が
な
か

っ
た
ら
し
い
こ
と
か
ら
、
志
田
氏
の
説
は
お
そ
ら
く
正
し
い
と

思
わ
れ
る
。

と
す
れ
ば
、
源
義
清

・
清
光
の
配
流
は
結
局
元
中
央
貴
族
の
分
家
の
上
着
が

失
敗
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
強
。

市
　
川
　
荘

配
流
地
は
甲
斐
国
巨
摩
郡
市
川
荘
で
あ

っ
た
。
こ
の
荘
園
は
京
都
の
仁
和
寺

の
末
寺
で
あ

っ
た
深
草
の
法
勝
院
領
を
な
し
た
。
安
和
二

（九
六
九
）
年
の
領

地
目
録
に
よ
る
と
、
荘
園
の
田
地
は
凡
そ
十
四
町
歩
に
及
ん
で
い
た
。
田
地
の

配
置
は
条
里
制
に
よ

っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
甲
斐
国
の
条
里
制
は

全
く
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、　
一
見
し
て
田
地
の
半
分
ぐ
ら
い
は
巨
摩
郡
に
あ

り
、
わ
ず
か
四
つ
の
里
に
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
、

・
　
七
条
二
里

「
志
万
」

（
一
・
五
八
町
）
、

・
　

八
条
四
里

「
菟
田
」

（○

・
七
〇
町
）
、

。
　
九
条
三
里

「
宮
原
」

（
二
・
三
二
町
）
、

・
　
九
条
四
里

「
市
河
」

（
二
・
二
五
町
）
、

合
計
六
・
七
五
町

（
四
八

・
四
六
％
）
で
あ

っ
た
。
同
じ
郡
の
、
約
ニ
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
離
れ
た

一
条
と
五
条
に
は
他
に
合
計
三

・
三
町
歩
が
配
置
さ
れ
て
い
た
の

で
合
わ
せ
て
七
〇
％
以
上
の
田
地
は
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
に
配
分
さ
れ
て

第 1表 家の支配組織

通時的 匠≡時□



い
た
。
巨
摩
郡
、
山
梨
郡
、
八
代
郡
の
こ
の
ほ
か
の
田
地
は
各
々
一
〇
パ
ー
セ

ン
ト
前
後
を
な
し
て
い
た
。

「
散
在
的
荘
園
」
と
い
っ
て
も
、
か
な
り
集
中
的

に
見
え
る
。

さ
て
、
問
題
は
、
市
川
荘
は

一
体
ど
こ
に
あ

っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
市
川
」
と
い
う
郷
は
十
世
紀
に
は
記
録
に
見
え
る
。
現
在
の
市
川
大
門
が

当
時
す
で
に
入
代
郡
に
付
属
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
法
勝
寺
目
録
の

「市
河
里
」

と
市
川
大
門
は

一
致
し
な
い
か
ら
、
磯
貝
氏
の

「
宮
原
説
」
を
支
持
せ
ね
ば
な

ら
残
。
よ

っ
て
、

「
九
条
三
里
官
原
」
は
現
在
甲
府
市
官
原
町
に
当
た
り
、
市

川
荘
の
中
心
は
こ
の
辺
に
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
推
定
を
裏
づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

・
甲
斐
源
氏
の
一
族
で
あ
る
小
笠
原
家
は
少
な
く
と
も
十
四
世
紀
ま
で
宮
原

に
領
地
を
持

っ
て
い
た
。

・
武
田
家
は
十
五
世
紀
に
宮
原
の
総
社
の
檀
家
の
大
旦
那
で
あ

っ
た
。

こ
の
二
つ
の
事
実
は
甲
斐
源
氏
と
宮
原
の
深
い
、
お
そ
ら
く
土
着
時
代
に
さ
か

の
ぼ
る
関
係
を
示
す
の
で
は
な
ド
か
。

・
　
市
川
荘
の
本
家
は
仁
和
寺
の
末
寺
で
あ

っ
た
が
、
仁
和
寺
は
そ
の
ほ
か

に

一
二
八
五
年
ま
で
甲
斐
国
の
稲
積
荘
を
持

っ
て
い
た
。
稲
積
荘
は
疑
い

な
く
現
在
の
甲
府
市
、
中
心
部
は
だ
い
た
い
荒
川
と
笛
吹
川
の
間
に
あ

っ

た
。
稲
積
荘
は

一
二
八
五
年
に
仁
和
寺
か
ら
末
寺
の
法
金
剛
院
に
賜
わ
れ

た
が
、
仮
に
市
川
荘
も
同
様
に
仁
和
寺
か
ら
法
勝
院
領
に
な

っ
た
と
す
れ

ば
両
荘
園
の
本
家
の
み
な
ら
ず
、
位
置
も
も
と
も
と
共
通
だ

っ
た
と
推
定

で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
稲
積
荘
は
荒
川
の
東
側
に
、
市
川
荘
は
西
側
に
あ

っ

た
。

・
も
う

一
つ
の
点
は
法
勝
院
領
目
録
の
条
里
制
で
あ
る
。
こ
れ
を
次
に
説
明

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

巨
摩
郡
の
条
里
制
と
市
川
荘
の
位
置

法
勝
院
領
目
録
に
み
え
る
巨
摩
郡
の
条
里
制
は

一
条
ユ
十
四
条
、

二
里
！
十
八
里
、

す
な
わ
ち
九
十

一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ん
だ
。
こ
の
範
囲
の
条
里
制
は
甲

府
盆
地
で
な
け
れ
ば
考
え
ら
れ
な
い
。
も
し
甲
府
市
の

「
一
条
小
山
」

（現
舞

鶴
城
）
と
中
小
河
原
町
の

「
一
里
山
」
に
つ
な
が
り
が
あ

っ
た
と
し
た
ら
、
甲

府
盆
地
の
条
里
制
の
原
点
は
現
在
の
甲
府
城
の
辺
に
あ
っ
て
そ
こ
か
ら
南

へ
笛

吹
川
ま
で
下

っ
て
、
西
へ
は
現
在
の
白
根
町

・
櫛
形
町

・
甲
西
町
に
至

っ
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
南
北
十
四
条
、
東
西
十
八
里
の
条
里
制
が
可
能
に
な

一る
。こ
う
し
て
推
定
し
た
条
里
制
と
市
川
荘
の
配
分
目
録
を
比
較
す
れ
ば
な
お
面

白
い
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、

「
九
条
三
里
宮
原
」
は
現
在
の
甲
府
市
宮

原
町
に
当
た
る
。
舞
鶴
城
か
ら
南
方
約
四
五
〇
〇

メ
ー
ト
ル
西
方
約

一
二
〇
〇

メ
ー
ト
ル
ヘ
歩
け
ば
宮
原
町
が
あ
る
。

あ
く
ま
で
も
推
定
で
あ
る
が
、
十
世
紀
の
市
川
荘
と
巨
摩
郡
の
条
里
制
を
第

１
図
の
よ
う
に
再
現
し
て
み
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
源
義
清
父
子
が
配
流
さ
れ
た
十
二
世
紀
初
め
頃
の
市
川
荘
の
姿
は

す
で
に
以
前
の
条
里
制
か
ら
変
わ
り
つ
つ
あ

っ
た
。

―」92-―
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⑭
　
⑮
↑
条

市
河
荘
園
領

（霜
二死
〈
４
）

□鎌
田
荘
園
領

（亨徳
四／
一四
〓
三年
）

鵡
田関係地

1得弯聰)

第 1図  巨摩郡の条里制と市川荘の配置

「
安
田
冠
者
」

不
思
議
な
こ
と
に
、
甲
斐
源
氏
の
子
孫
の
誰

一
人

と
し
て

「
市
川
」
を
名
乗
ら
な
か

っ
た
。
義
清
自
身

は
久
安
五

（
一
一
四
九
）
年

「
市
川
に
卒
す
」
が
、

甲
斐
で
は

「安
田
冠
者
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
ま
た
、

彼
の
息
子
義
定
も
安
田
を
名
乗

っ
た
。

「
市
川
」
と

「
安
田
」
は
如
何
な
る
関
係
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。「安

田
」
と
い
う
地
名
は
現
在
の
山
梨
県
に
は
残

っ

て
い
な
い
が
、

「
安
田
義
定
館
」
と
し
て
伝
わ

っ
て

い
る
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
山
梨
市
小
原
西
に
あ
る
。

一
方
、
甲
斐
国
守
目
代
中
原
清
弘
な
ど
の
乱
行
を
訴

え
た
長
寛
勘
文
に
見
え
る
八
代
荘
に
は

「
安
多
」
と

い
う
加
納
地
が
あ

っ
た
。
こ
の
加
納
地
を
現
在
の
山

梨
市
上
神
内
川
と
す
れ
ば
、
小
原
西
の
南
、

つ
ま
り

安
田
義
定
館
と
ほ
ぼ
同
じ
場
所
に
な
る
。

さ
ら
に
小
原
西
の
北
に
は

「
市
川
」
と
い
う
地
名
が

あ
る
。
そ
こ
は
市
川
荘
の
山
梨
郡
に
お
け
る
領
地
で

あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

も
し
そ
う
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
市
川
荘
と
八
代
荘
の

関
係
も
ま
た
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

八
　
代
　
荘

八
代
荘

の
初
見
は
長
寛
元

（
一
一
六
三
）
年

の



「
長
寛
勘
文
」
に
あ
る
が
、
勘
文

（朝
廷
が
専
門
家
に
求
め
た
沙
汰
意
見
書
）

に
よ
れ
ば

「
久
安
年
中
太
宰
帥
藤
原
卿
定
二
彼
國
・
之
時
」

鳥
羽
院
庁
か
ら
御
下
文
を
も
ら
っ
た
。
太
宰
帥
を
国
守
、
藤
原
卿
を
顕
時
と
見

れ
ば
、
康
治
元

（
一
一
四
二
）
年
を
久
安
六

（
一
一
五
〇
）
年
の
甲
斐
国
守
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
本
家
は
熊
野
神
社
で
あ
っ
た
が
、
下
司
な
ど

は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
も
、
勘
文
が
語
る
濫
行
は
著
し
い
。

国
衛
の
兵
は

「
恣
停
二
廃
当
山
領
字
八
代
荘
一
。
抜
二
棄
勝
示
・
。
奪
二
取
年
貢
・
。
追
二

捕
在
家
一
。
翔
二
取
神
人
一
。或
禁
二
其
身
・
。
或
割
三
其
口
一
。
」

と
い
っ
た
残
酷
な
こ
と
を
行
っ
た
が
、
目
的
は
や
は
り
荘
園
の

「停
配
」
に
あ
っ

た
。
当
時
の
甲
斐
国
守
と
在
庁
官
人
は

「
新
立
荘
園
」
の
廃
上
を
狙

っ
た
、
と

い
う
主
張
か
ら
、
八
代
荘
も
ま
た
新
立
荘
園
で
あ
っ
た
事
実
が
分
か
る
。

荘
園
領
地
の
境
に

「勝
示
」

（土
地
境
界
を
示
す
看
板
）
が
立
っ
て
い
た
。

「在
家
」
も
社
の
近
く
に
い
た
ら
し
い
。
こ
れ
は
決
し
て
十
世
紀
の
市
川
荘
の

よ
う
な
、
散
在
的
な
印
象
を
与
え
な
い
。
新
し
く
立
て
ら
れ
た
荘
園
と
し
て
、

当
然

一
円
荘
園
の
形
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
勘
文
は
二
つ
の
加
納
地
を
指
摘
す
る
。　
一
つ
は
例
の

「
安
多
」
で
、

お
そ
ら
く
現
在
の
山
梨
市
に
あ

っ
た
と
思
う
。
も
う

一
つ
は

「
長
江
」
と
い
っ

て
現
在
の
八
代
町
の
永
井
で
あ
ろ
う
。
両
方
と
も
に
一
一
六
二
年
の
事
件
の
少

し
前
に
国
守
が
雑
役
御
免
を
許
し
た
。
八
代
荘
は
こ
の
加
納
地
に
対
し

「
雑
役

免
荘
園
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
膀
示
内
の
土
地
と
違

っ
て
、
荘
園
の
支
配
は

い
ま
だ
完
全
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
も
と
も
と
国
衛
領
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
御
坂

（
「国
衝
」
）
。
一
宮

・
春
日
居

（
「国
府
」
）
の
辺
に
あ
っ

た
国
衡
領
は
北
南
に
八
代
荘
に
挟
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
新
立
荘
園
の
八
代
荘
は
い
っ
た
い
誰
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

先
ず
逆
に
無
関
係
の
人
を
除
外
し
て
行
こ
う
。　
一
三
↑
一年
の
事
件
を
起
こ

し
た
国
守
藤
原
忠
重
、
日
代
中
原
清
弘
、
在
庁
官
人
三
枝
守
政
ら
は
確
か
に
そ

の
通
り
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
八
代
の
反
対
側
は
国
衛
ば
か

り
で
な
く
、
藤
原

・
中
原

・
三
枝
の
三
家
で
も
あ

っ
た
ろ
う
。

一
方
、
形
成
の
直
前
甲
斐
国
に
移

っ
て
き
た
源
義
清
等
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。

甲
斐
源
氏
の
上
着
と
八
代
荘
の
形
成
の
な
が
れ
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

（第
２

表
）

一
一
三

一
年
常
陸
国
か
ら
配
流

一
一
三
七
年
鎌
田
庄
寄
進

一
一
四
五
と
五

一
年

入
代
荘
新
立

一
一
四
九

（異
説

一
一
四
五
）
年

安
田
義
清
没
す
る

（七
十
五
歳
）

一
一
六

一
年
安
多
、
長
江
雑
役
御
免

一
一
六
二
年
八
代
荘
停
廃
事
件

一
一
六
八
年
逸
見
清
光
没
す
る

（
五
十
九
歳
）

上
に
述
べ
た
よ
う
に
、

義
清
自
身
と
息
子
の
義

定
は
安
則
と
呼
ば
れ
た

が
、
安
田
を
八
代
荘
の

加
納
地
と
す
れ
ば
義
清

配
流
と
荘
園
の
新
立
と

の
関
わ
り
を
推
定
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。
義

清
は

一
一
四
九
年
ま
で

生
き
て
い
た
の
で
根
拠

地
の
所
有
権
に
何
か
の

変
化
が
あ
れ
ば
当
然
彼

を
無
視
で
き
な
か
っ
た

に
違
い
な
い
。

尚
か
つ
義
清
の
長
男

第 2表 甲斐源氏土着と八代荘の発展清
光
は
逸
見
と
名
乗

っ
た
が
、
彼
の
一
人
の
息
子
は
八
代
信
清
と
い
っ
た
。
彼

当 4-―



の
跡
を
継
い
だ
の
は
甥
の
小
笠
原
長
清
の
息
子
で
あ

っ
た
が
、
八
代
荘
は
一
三

八
三
年
の
小
笠
原
家
知
行
日
録
に
も
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
早
期
か
ら
甲
斐
源

氏
と
結
び
付
い
て
い
た
。

こ
の
関
係
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
も
う

一
つ
の
荘
園
を
た
ず
ね
な
け
れ

ば
な
る
ま
い
。

鎌
　
田
　
荘

右
大
臣
藤
原
宗
忠
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
保
延
三

（
一
一
三
七
）
年
に
甲
斐
国

鎌
田
荘
が
関
白
藤
原
忠
通
に
寄
進
さ
れ
た
。
更
に
わ
ず
か
の
三
週
間
後
、
こ
れ

を
斎
院
に
渡
す
話
も
あ

っ
た
と
い
う
。

子
細
は
不
明
だ
が
、
当
時
の
藤
原
家
と
斎
院
の
関
係
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

一
一
一
九
年
に
忠
通
の
父
た
る
関
白
忠
実
が
上
野
国
で
広
大
な
荘
園
を
造
ら
ん

と
し
た
と
き
、
白
河
院
は
そ
れ
に
絶
対
反
対
を
唱
え
た
。
上
皇
は
明
ら
か
に
藤

原
家
の
荘
園
の
所
有
拡
大
に
歯
止
め
を
掛
け
よ
う
と
図

っ
た
が
、
表
向
き
は
、

荘
園
プ
ロ
ジ
上
ク
ト
の
あ
る
地
方
は
、
皇
女
の
勤
め
先
の
鯨
院
が
利
用
し
て
い

た
紅
花
の
産
地
で
あ
り
、
そ
の
生
産
を
守
る
姿
勢
を
と
っ
た
。
翌
年
に
忠
実
の

娘
と
の
縁
結
び
を
許
さ
な
か
っ
た
た
め
、
忠
実
は
辞
任
し
て
藤
原
家
の
荘
園
処

理
を
息
子
の
忠
通
に
譲

っ
た
。

一
方
白
河
院
が

一
一
二
九
年
に
崩
御
し
鳥
羽
院
の
世
に
な
っ
た
後
、
忠
実
が

復
活
し
て
院
庁
の
実
力
者
と
な
っ
た
。
彼
が

一
一
六
二
年
に
世
を
去
る
ま
で
の

間
、
全
国
の
荘
園
は
前
例
の
な
い
勢
い
で
拡
大
し
て
い
た
。
が
、
新
荘
園
は
多

く
の
場
合
皇
室
と
関
わ
り
が
あ

っ
た
。
鳥
羽
院
が
作

っ
た
安
楽
寿
院
、
妻
美
福

門
院
の
歓
喜
光
院
と
娘
の
八
条
院
は
承
久
頃
ま
で
に
一
五
三
の
荘
園
を
手
に
入

れ
た
。
中
に
は
甲
斐
国
の
三
荘
園
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
篠
原
、
小
井
川
、

そ
う
し
て
鎌
田
で
あ
っ
た
が
い
ず
れ
も
現
在
の
甲
府
の
周
辺
に
お
か
れ
て
い
た
。

ま
た
、
前
述
の
八
代
荘
も
鳥
羽
院
の
御
下
文
を
も

っ
て
い
た
こ
と
は
剖
目
す
べ

き
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
藤
原
家
に
寄
進
さ
れ
た
鎌
田
荘
は
成
立
か
ら

一
世
紀
以
内
に
、

皇
室
関
係
の
八
条
院
に
渡
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
話
題
の
斎
院
へ
の

再
寄
進
と
関
係
が
あ
っ
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
そ
う
で
あ

っ

て
も
不
思
議
と
は
思
わ
れ
な
い
。
忠
実
の
実
力
を
考
え
れ
ば
、
荘
園
を

一
つ
皇

室
に
上
げ
て
も
藤
原
家
に
と
っ
て
損
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

十
八
年
前
の
事
件
も
斎
院
に
関
係
し
た
の
で
、
今
度
の
鎌
田
寄
進
問
題
に
も
似

て
い
る
点
が
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
朝
廷
か
ら
改
め
て
要
求
ま
た

は
反
対
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
は
在
地
レ
ベ
ル
に
は
あ
ま
り
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
と

思
う
。
実
際
の
問
題
は
鎌
田
荘
を
藤
原
家
に
寄
進
し
た
の
は
い
っ
た
い
誰
だ

っ

た
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
先
ず
鎌
田
荘
の
位
置
を
問
わ
隷
粗
な
ら
な
い
。

「鎌
田
八
郷
」
の
総
社
は
十
五
世
紀
に
現
甲
府
の
宮
原
に
勤

っ
た
。

「
入
郷
」

は
宮
原
を
含
め
て
の
隣
郷
を
指
摘
し
た
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
一
方
上

述
の
如
く
旧
市
川
荘
の
中
心
部
に
当
た
る
。
鎌
田
と
市
川
の
関
係
は
新
た
な
問

題
を
提
出
す
る
。
鎌
田
荘
出
現
か
ら
市
川
荘
が
史
料
上
の
姿
を
消
し
た
事
実
を

無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
鎌
田
は
改
名
し
た
市
川
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば

一
一
三
七
年
の
寄
進
は
必
要
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

と
い
う
疑
問
も
わ
い
て
く
る
。

「鎌
田
」
と
い
う
名
に
も
注
目
し
た
い
。
宮
原
周
功
に
は
鎌
田
川
が
あ
る
が
、

地
名
は
本
当
に
こ
の
川
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
川
三
つ
向
こ
う
に
も

「鎌
田
」
の
地
名
が
あ
る
が
、
明
ら
か
に
鎌
田
川
と
は
無
関
係
だ
。　
一
つ
は
石

和
町
の
東
油
川
に
あ
っ
て
、
も
う

一
つ
は
笛
吹
川
の
向
こ
う
側
の
増
利

（
八
代



町
）
に
あ
る
。
小
範
囲
に
三
つ
の
無
関
係
の
同
じ
字
が
存
在
す
る
と
は
極
め
て

想
像
し
に
く
い
。
従

っ
て
、
こ
ち
ら
も
鎌
田
荘
の
領
地
に
当
た
っ
た
と

思
う
。
す
な
わ
ち
、
初
期
の
荘
園
は
十
五
世
紀
の
八
郷
よ
り
広
か
っ
た
。

な
お
、

「鎌
田
」
と
い
う
所
は
全
国
的
に
見
て
も
そ
う
多
く
は
な
い
。
全
日

本
で
約
十
八
ヶ
所
で
あ
る
。

福
島
県
と
新
潟
県
の
鎌
田
は
長
福
寺
の
領
地
で
あ
っ
た
が
、
長
福
寺
は
一
一

六
九
年
に
建
立
さ
れ
た
。
初
見
は
甲
斐
の
鎌
田
よ
り
ず
い
ぶ
ん
後
に
な
る
。　
一

方
、
伝
説
に
よ
る
と
福
島
の
一
つ
の
鎌
田
は
鎌
田
信
治
と
い
う
大
和
の
武
士
が

開
発
し
た
と
い
う
。

兵
庫
県
の
三
江
荘
は
鎌
田
と
も
呼
ば
れ
た
が
、
松
尾
社
領
で
、
初
見
は
一
二

八
五
年
。

奈
良
県
の
鎌
田
荘
は
春
日
大
社
の
社
領
で
あ
っ
た
が
、
伝
説
に
よ
れ
ば
相
模

国
の
武
士
鎌
田
正
清
の
息
子
が
作

っ
た
。

一
方
、
甲
斐
国
志
も
同
じ
鎌
田
正
清
を
甲
斐
鎌
田
荘
の
領
主
と
推
定
す
る
が
、

こ
の
一
一
二
三
年
に
生
ま
れ
た
、
源
義
朝
の
後
の
家
人
が

一
一
三
七
年
、
つ
ま

り
十
四
歳
と
い
う
驚
く
べ
き
若
さ
で
荘
園
の
開
発
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
は
全
く

想
像
で
き
な
い
。
そ
れ
に
、
正
清
が
甲
斐
の
土
を
踏
ん
だ
と
い
う
伝
説
さ
え
な

い
上
に
む
ろ
ん
信
頼
で
き
る
史
料
も

一
切
な
い
。

鳥
取
県
と
三
重
県
の
鎌
田
に
も
開
発
伝
説
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
領
主
が
自

分
で
鎌
を
も

っ
て
田
に
入
っ
た
と
主
張
す
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
根
拠

の
な
い
話
に
す
ぎ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
柳
田
国
男
氏
は
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
観
察
を
し
た
の
で
あ
る
。

「福
島
県
安
積
郡
豊
田
村
大
字
成
田
は
、
村
名
を
俗
に
鎌
成
田
と
も
呼
が
く

ら
い
に
、
有
名
な
る
鎌
立

［か
ま
た
て
］
の
榎
が
あ

っ
た
。
是
が
亦
村
の
諏
訪

明
神
の
神
木
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

［中
略
］
二
股
の
間
か
ら
鎌
の
生
え
た
木

だ
と
あ
る
。
是
に
は
鍛
冶
屋
た
ち
の
み
が
、
宿
願
に
鎌
を
打
込
み
祈
艤
す
る
習

い
が
あ

っ
た
。
」

「鎌
を
神
木
の
幹
に
打
込
む
習
慣
は
、
今
日
伝
説
に
残

っ
て
い
る
各
地
の
物

語
と

一
続
き
の
物
で
あ

っ
た
、
共
に
諏
訪
の
信
仰
と
深
い
関
係
の
あ
る
こ
と
は
、

大
よ
そ
安
全
に
之
を
推
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
」

「
遠
江
磐
田
郡
南
御
厨
村
の
鎌
田
と
い
う
部
落
で
は
、
村
の
神
明
様
に
小
児

の
轟
封
じ
願
掛
を
し
て
、
九
歳
に
な
る
と
願
果
し
に
鎌
を
納
め
る
習
わ
し
が
あ

る

［中
略
］
。
地
名
の
鎌
田
と
い
う
の
が
偶
然
で
は
無
い
よ
う
だ
か
ら
、
多
分

此
俗
信
に
は
一
つ
前
の
形
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
信
州
に
も
子
供
の
轟
切
鎌
を

授
け
る
信
仰
は
折
々
あ
る
。
」

柳
四
氏
の
説
明
は
確
か
に
面
白
い
が
、
疑
問
が
残
る
。
先
ず
、

「鎌
田
」
と

い
う
地
名
と
諏
訪
信
仰
の
関
係
は
認
め
に
く
い
。
長
野
県
の
唯

一
の
鎌
田
は
松

本
市
に
あ
る
が
、
群
馬
県
の
鎌
田
城
の
様
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
鎌

田
城
は
甲
斐
武
田
氏
の
家
臣
真
田
昌
幸
が
作

っ
た
城
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く

彼
が
そ
の
地
名
を
甲
斐
の
鎌
田
地
方
か
ら
移
し
た
と
思
う
。
鎌
田
地
方
に
領
地

を
持

っ
て
い
た
小
笠
原
家
も
そ
う
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
ヽ

し
か
し
、
柳
田
の
観
察
は
正
し
い
方
向
を
指
し
て
い
る
と
思
う
。
氏
が
例
に

挙
げ
た
遠
江
の
鎌
田
御
厨

（初
見
康
和
四

［
一
一
〇
二
］
年
）
は
伊
勢
神
宮
領

で
あ

っ
た
。

伊
勢
国

一
志
郡
の
鎌
田
御
厨
も
勿
論
そ
う
で
あ

っ
た
。

な
お
、
伯
者
国
八
橋
郡

（現
在
の
鳥
取
県
東
伯
郡
）
に
は
伊
勢
郷
が
あ

っ
た

が
、
現
在
三
朝
町
賀
茂
村
の
大
字
で
あ
る
鎌
田
が
そ
の
一
部
で
あ

っ
た
と
思
わ

れ
る
。
伊
勢
郷
は
明
ら
か
に
伊
勢
神
宮
の
領
地
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
高
知
県
春
野
町
西
分
に
は
古
い
伊
勢
神
社
が
あ
る
が
、
近
く
に
鎌
田

と
い
う
小
字
も
残

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。



更
に
、
前
述
の
松
本
市
の
鎌
田
の
辺
に
も
伊
勢
町
が
あ
る
。

最
後
に
、
甲
斐
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

伊
勢
神
宮
の
御
厨
は
石
和
に
あ
っ
た
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
石
和
町
の
東
油
川

に
鎌
田
と
い
う
小
字
が
残

っ
て
い
る
。
そ
れ
も
ま
た
偶
然
と
は
思
え
な
い
。
伊

勢
神
官
が
石
和
御
厨
を
い
つ
作

っ
た
か
不
明
だ
が
、
当
官
が
甲
斐
国
守
藤
原
惟

信
を

一
一
〇
〇
年
に

「
無
礼
」
の
た
め
に
訴
え
た
か
ら
そ
の
時
は
既
に
甲
斐
国

と
の
結
び
付
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

結
論
し
て
み
よ
う
。

「鎌
田
」
と
い
う
所
は
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
あ
る
い
は

明
ら
か
に
神
社

（ま
た
は
仏
閣
）
領
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
近
く
に
あ
っ
た
。

特
に
伊
勢
神
官
と
の
関
係
が
目
立

っ
て
い
る
。
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。

・
こ
の
地
名
は
社
領
に
関
係
あ
る
。

・
「鎌
田
」
の
元
来
の
意
味
は
、

「神
田
」
＝

［か
み
た
↓
か
ま
た
／
か
ん

だ
］
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
社
領
の
神
口
を
指
す
。

・
特
に
多
い
伊
勢
神
宮
系
の

「鎌
田
」
と
い
う
所
の
母
体
に
な
っ
た
の
は
お

そ
ら
く
伊
勢
国
鎌
田
御
厨
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
て
見
れ
ば

一
一
三
七
年
の
甲
斐
国
鎌
田
荘
の
背
景
に
は
お
そ
ら
く
旧

市
川
荘
の
み
な
ら
ず
、
他
の
神
社
の
領
地
も
含
ま
れ
て
い
た
と
思
う
。
特
に
伊

勢
神
宮
の
石
和
御
厨
と
の
関
連
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
武
田
信
義
と
そ
の

一
族
が
治
承
四

（
一
一
八
〇
）
年
に
居
住
を
逸
見
山
か
ら
石
和
御
厨
に
移
し
た

の
は
そ
の
証
拠
と
な
る
。

な
お
剖
目
す
べ
き
こ
と
は
鎌
田
荘
と
八
代
荘
の
関
係
で
あ
る
。
八
代
荘
の
加

納
地
長
江
の
直
ぐ
傍
に
前
述
の
増
利
が
あ
る
。
そ
こ
は

「鎌
田
」
と
い
う
二
ヶ

所
が
あ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
鎌
田
荘
の
一
部
で
あ
っ
た
。

「増
里
」
と
い
う
地

名
が
新
し
く
開
発
さ
れ
た
里
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
荘
園
の
こ
の
辺
の
進
展
は

開
発
に
よ

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

更
に
、
九
六
九
年
の
法
勝
院
の
市
川
荘
目
録
に
八
代
郡
田
地
が
載

っ
て
い
て
、

そ
れ
は
四
条
六
里
の

「
治
尾
」
と
八
条
三
里
の

「
蓼
井
」
で
あ

っ
た
。
御
坂
町

と
八
代
町
の
間
に
は

「
竹
居
」
と
い
う
大
字
が
あ
る
が
、
そ
れ
は

「
竹
井
」
ま

た
は

「
建
居
」
と
も
書
く
。

「蓼
井
」
も

「建
居
」
も
発
音
が
同
じ
く

「
た
て

い
」
で
あ
る
。
市
川
荘
の
旧
領
地
は
こ
の
辺
に
あ

っ
た
と
思
う
。
そ
れ
か
ら
八

代
荘
の
一
部
に
な

っ
た
。

最
後
に
山
梨
市
市
川

・
小
原

・
神
内
川
と
市
川
荘
お
よ
び
八
代
荘
と
の
関
連

が
あ
る
。
前
に
指
摘
し
た

「
安
田
」
／

「
安
多
」
は

一
方
で
は
市
川
荘
に
流
さ

れ
た
義
清
と
、
そ
の
息
子
の
名
字
の
地
で
、
ま
た
も
う

一
方
で
は
、
八
代
荘
の

加
納
地
で
も
あ

っ
た
。
義
清
が
そ
れ
を
支
配
し
て
い
た
時
は
市
川
荘
に
付
属
し
、

義
清
の
死
後
は
新
入
代
領
に
な

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

結
局
、
八
代
荘
と
鎌
田
荘
の
繋
が
り
は
否
定
で
き
な
い
。
ほ
ぼ
同
時
に
成
立

し
、
こ
の
二
つ
の
荘
園
は
旧
市
川
荘
に
代
わ

っ
た
。
旧
市
川
領
は
開
発
と
国
衝

領
の
押
領
、
笛
吹
川
の
両
岸
に
沿

っ
た
新
田
開
発
、
ま
た
は
隣
の
荘
園

（御
厨
）

と
の
領
地
変
換
に
よ

っ
て

一
円
化
さ
れ
た
が
、
同
時
に
二
つ
の
新
し
い
荘
園
に

分
け
ら
れ
た
。
そ
う
し
て
市
川
荘
を
鎌
田

・
八
代
荘

へ
移
行
さ
せ
た
の
は
土
着

中
の
源
義
清
ら
で
あ

っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

配
流
と
土
着

甲
斐
国
に
流
さ
れ
た
源
義
清
が
荘
園
の
下
司
も
し
く
は
国
守
の
目
代
に
な

っ

た
と
い
う
説
が
あ
る
が
、
配
流
は
罰
の
一
種
な
の
で
任
職
は
認
め
に
く
い
。
む

し
ろ
祖
先
の
新
羅
三
郎
義
光
の
時
代
か
ら
の
縁
に
よ

っ
て
市
川
に
流
さ
れ
た
の

だ
と
思
う
。
義
光
の
長
男
義
業
の
母
は

「
甲
斐
守
友
実
」
の
娘
だ

っ
た
と
い
う

が
、
そ
う
い
う
国
守
は

一
切
知
ら
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く

一
〇
九

一
ユ

一
〇

―-97-―



九
八
年
に
見
え
る
甲
斐
国
守
藤
原
行
実
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。　
一
方
、
義
光
が

建
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
甲
斐
の
神
社
仏
閣
も
数
多
く
残

っ
て
い
る
が
、
別
荘

も

一
、
二
軒
ぐ
ら
い
は
建
て
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

家
族
の
別
荘
が
荘
園
に
な

っ
た
例
は
沢
山
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
下
野
国
の
足

利
家
の
例
を
挙
げ
た
い
。

源
義
国
は

一
一
五
〇
年
に
家
来
の
乱
暴
に
よ

っ
て
妻
の
地
元
の
足
利
別
業
に

流
さ
れ
た
。
妻
の
親
戚
の
藤
原
豪
族
の
援
助
を
得
、
別
業
を
荘
園
に
広
げ
て
そ

れ
を
鳥
羽
院
の
安
楽
寿
に
寄
進
し
た
。
長
男
の
義
康
が
足
利
荘
を
受
け
継
ぎ
、

次
男
の
義
重
は
隣
国
の
上
野
で
新
荘
園
の
新
田
を
開
発
し
た
。
こ
う
し
た
土
着

た
。
長
男
の
光
長
も
逸
見
と
名
乗

っ
た
が
、
次
男
の
信
義
は
武
田
と
名
乗

っ
た
。

彼
は
一
一
二
八
年
に
常
陸
国
武
田
郷
に
生
ま
れ
た
が
、
逸
見
牧
か
ら
南
に
下

っ

て
、
武
川
の
武
田
を
作

っ
た
。

信
義
の
館
と
関
係
が
あ
り
そ
う
な
地
名
は
残

っ
て
い
る
が
、
実
際
に
信
義
の

時
代
ま
で
さ
か
の
ば
る
か
否
か
言
明
で
き
な
い
。
残
念
な
が
ら
考
古
学
的
な
調

査
は
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、　
一
応
武
田
信
義
館
の
想
像
図
が
で
き
る
と
思

う

（第
２
図
）
。

韮
崎
市
で
最
近
発
掘
さ
れ
た
弥
生
前
期
の
水
田
跡
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
地

方
は
極
め
て
古
い
時
代
か
ら
耕
作
さ
れ
て
い
た
。
信
義
の
前
に
既
に
開
発
が
あ
っ

た
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、
館
の
直
ぐ
傍
に
は

「鰐
塚
」
と
い
う
地
名
が
残

っ

釜

住
小　
川

幡

発 つ 作  の た 含 の 荘 荘 に た 領 た  の
も ま よ な 領 点 め に の お 分

°
内
°
甲 パ

し り り お 地 で て 対 加 よ け 父 に 荘 斐 タ
く
｀
む
｀
は も
ヤ
し 納 び た 義 あ 園 源 I

は 古 し 逸 安 足 と
｀
地 安 よ 清 つ な 氏 ン

支 代 ろ 見 田 利 逸 八 は 田 う と た ど も は
配 の 甲 は 氏 ・ 見 代 安 。 で 子 別 の 流 甲
し 御 斐 清 の 新 は 荘 田 市 あ 清 荘 官 罪 斐
て 牧 の 光 滅 田 清 ⌒ 冠 川 る 光 か 職 に 源
い と 黒 の 亡 氏 光 旧 者 大

°
は ら は 処 氏

た 関 駒 根 に に の 市 義 門 旧 早 直 最 さ の
の わ の 拠 よ 似 領 川 清 中 市 期 ち 初 れ 歩
で つ 飼 地 つ て 地 荘 と 後 川 か に に 両 み｀
て 育 で て い に の 義 の 荘 ら 新 な 親 に
逸 い が あ 一 る な 八 定 青 は 荘 荘 か ゆ 非
見 た 目 つ つ

° つ 代 の 島 解 園 園 つ か 常
冠 逸 的 た に 但 た 郡 支 荘 体 の の た り に
者 見 で が な し

°
で 配
中
さ 所 開 が の 似

と 牧 あ
｀ つ ｀そ の に の れ 有 発

｀
地 て

呼 を つ 稲 た こ う 領 な 旧
｀
を に 市 に い

ば
｀
た の
°
れ い 地 つ 市 鎌 二 努 川 入 る

れ 開
°
耕  ら つ を た 川 田 つ め 荘 つ と

思

第 2図 武田信義館の想像図     免
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て
い
る
が
、

『
甲
斐
国
志
』
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
も
と
も
と

「和
仁
塚
」
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
九
六
九
年
の
市
川
荘
の
一
つ
の
田
地
も

「
和
爾
部
」
と
い
っ
た

が
、
和
爾
氏
は
大
和
の
有
力
氏
族
で
後
に
春
日
と
名
乗

っ
た
。
史
料
に
は
載

っ

て
い
な
い
が
、
こ
の
和
爾
氏
が
古
代
の
甲
斐
国
に
も
移

っ
て
き
た
可
能
性
が
あ

る
。

「春
日
」
と
い
う
地
名
も
所
々
見
え
る
。

今
後
の
武
田
氏
研
究
の
課
題
は
ま
だ
沢
山
残

っ
て
い
る
が
、
特
に
こ
の
館
の

本
格
的
な
研
究
が
必
要
と
思
う
。
信
義
館
は
平
安
末
期

・
鎌
倉
初
期
の
典
型
的

な
武
士
の
家
の
姿
を
し
て
い
る
。
居
住
と
農
業
根
拠
地
の
館
、
そ
れ
を
囲
む
直

営
田
と
庭
、
そ
れ
を
守
る
堀
、
川
と
山
、
山
の
上
の
要
害
城
、
そ
う
し
て
氏
神

な
ら
び
に
菩
提
寺
を
合
わ
せ
て
当
時
の
武
士
の

「家
」
が
再
現
さ
れ
る
。

甲
斐
源
氏
は
逸
見
、
石
和
、
最
後
に
圏
燭
ヶ
崎
の
館
を
本
拠
に
し
た
が
、
土

着
時
期
の
思
い
出
は
こ
の
武
田
信
義
の
館
と
結
び
付
い
て
い
た
。
信
玄
は
一
五

四

一
年
に
父
信
虎
を
追
放
し
武
田
の
惣
領
と
な
る
と
直
ち
に
韮
崎
の
武
田
八
幡

宮
を
修
理
さ
せ
た
こ
と
は
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。

さ
て
、
結
論
し
て
み
よ
う
。
甲
斐
源
氏
の
上
着
の
努
力
は
先
ず
常
陸
国
で
失

敗
に
終
わ
っ
て
、　
一
三
二
一
年
か
ら
甲
斐
国
で
つ
い
に
成
功
し
た
。
市
川
荘
を

出
発
点
と
し
、
義
清
と
清
光
は
鎌
田
荘
と
八
代
荘
の
成
立
に
努
め
た
。
最
初
は

先
住
民
の
助
け
を
得
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
後
国
衛
領
な
ど
の
問
題
を
巡

っ
て

国
守
と
在
庁
官
人
―
す
な
わ
ち
他
の
豪
族
―
と
争

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
果
た
し

て
義
清
ら
の
所
領
が
段
々
広
が
っ
て
く
る
に
つ
れ
て
政
治
的
実
力
も
上
が
っ
た
。

土
着
開
幕
の
半
世
紀
後
、

「甲
斐
源
氏
」
の
武
士
団
は
東
国
武
士
の
有
力
な

一

族
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

「
武
士
団
」
は
一
つ
の

「
大
き
な
家
」
で
は

な
く
、
義
清
と
清
光
の
子
孫
が
建
て
た
分
家
の
連
合
で
あ
っ
た
。
武
田
家
は
戦

国
時
代
に
本
格
的
な
宗
家
と
惣
領
に
な
る
ま
で
苦
戦
し
た
が
、
信
玄
が
自
分
の

役
目
を

「
大
工
」
に
例
え
た
の
は
も
う

一
度

「
屋
形
造
り
」
の
重
要
性
を
言
い

た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

注

（注
▼
」
の
論
文
を
謹
ん
で
故
東
京
大
学
教
授
永
積
昭
先
生
の
思
い
出
に
捧
げ
る
。

（
１
）

口帥
四

（
２
）

品
十
六

（
３
）

石
井
進

『
中
世
の
武
士
団
』
、
小
学
館

一
九
七
四
年
二
一
五
Ｐ
二
二

〇
頁『
甲
府
市
史
』

［甲
史
］
、
史
料
編
Ｉ

（
一
九
八
九
年
）

一
〇
〇
号

志
田

『
腸
田
市
史
』

（
一
九
七
八
年
）
二
六
頁

石
井
、
同
上

一
六
八
頁

同
上

一
六
六
頁

（常
陸
平
の
系
図
）
。
し
か
し
石
井
氏
は
清
幹
の
娘

と
義
清
の
兄
義
業
と
の
縁
結
び
を
考
え
て
い
る
。
だ
が
、
続
群
書
類
従

巻
第
百
二
十
二
の

「
武
田
系
図
」

［武
系
Ⅱ
］
に
よ
れ
ば
、
義
清
の
母

は
、

「常
陸
の
国
住
人
鹿
島
清
幹
娘
」
で
あ

っ
た
。

甲
史
Ｉ
、
第

一
〇
〇
号

『
山
梨
県
の
歴
史
』

（
一
九
九
〇
年
）
八
八
頁

二
四
を
二
六
頁

十
世
紀
の
和
名
類
乗
抄

の
郡
名
の
記
録
に
は

「
武
田
」
が
な
い
。

（甲
え
Ｉ
、
七
六
号
）

（
・２
）

「
尊
卑
分
脈
」
と
続
群
書
類
従
巻
第
百
二
十

一
の

「
武
田
系
図
」

［武
系
Ｉ
］
は
義
清
の
配
流
だ
け
あ
る
。
清
光
の
こ
と
は
推
定
し
か
で

き
な
い
。
義
清
の
兄

（佐
竹
義
業
）
が
な
ぜ
共
に
流
さ
れ
な
か
っ
た
か

理
由
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
・３
）

甲
史
Ｉ
、
第
七
三
号
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（
・４
）

「
条
里
地
割
」

『
市
史
編
さ
ん
だ
よ
り
』
第
八
号

（
一
九
八
七
年
九

月
）
七
頁

（
‐５
）

「延
喜
式
」
巻
九

（
・６
）

甲
斐
丘
陵
考
古
学
研
究
会
編

『
古
代
甲
斐
国
の
謎
』

（
一
九
八
五
年
）

二
一
三
！
二
一
四
頁
。
異
説
あ
り
。

（
・７
）

「武
田
氏
と
甲
府
」

『
甲
府
市
史
研
究
』
第
五
号

（
一
九
入
八
年
九

月
）

一
Ｐ
七
頁

（
‐８
）

甲
史
Ｉ
、
第

一
七
六
号

（
‐９
）

同
上
第

一
九
二
号

（
２０
）

「
条
里
地
割
」
、
同
上

（
２‐
）

「
山
梨
県
」

『
日
本
地
名
大
辞
典
』

（角
川
）

［地
辞
］

一
九

（
一

九
八
四
）

一
一
一
二
頁

武
系
Ｈ

同
上
地
辞
八
〇
〇
頁

群
書
類
従
巻
第
四
六
三

（雑
部
）

地
辞
八
〇
三
頁
。
異
説
あ
り
。

永
原
慶
二
編

『
中
世
史

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』

（
一
九
七
三
年
）
三
〇
八

を
三
〇
九
頁

地
辞
八
〇
三
頁

甲
史
Ｉ
、
第

二
〇

一
号

峰
岸
純
夫

「東
国
武
士
の
基
盤
」

（稲
垣
泰
彦
編

『
荘
園
の
世
界
』

［
一
九
八
三
年
］
三
三
？
六
八
頁
）
三
九
頁
よ
り

中
野
栄
夫

『
中
世
荘
園
の
歩
み
』

（
一
九
八
二
年
）
二
〇
七
頁
よ
り

甲
史
Ｉ
、
第

一
六
三
号

（
３３
）

同
上
、
第
七

一
九
二
号

（
３４
）

地
辞
二
六
二

（
３５
）

八
頁
参
照

（
３６
）

地
辞
二
六
二
頁

（
３７
）

金
井
弘
夫
編

『
日
本
地
名
索
引
』
、
ア
ボ
ッ
ク
社

（
一
九
八

一
年
）

よ

り

（
３８
）

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
二
四

・
三
重
県

（
一
九
八
三
年
）
三
二

二
頁
と
同
三

一
・
鳥
取
県

（
一
九
八
二
年
）
三
二
三
頁
参
照

（
３９
）

『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
二
二
巻
、
築
摩
書
房

（
一
九
六
二
年
）
二

五
〇
頁

（
４０
）

同
上
二
四
四
頁

（
４．
）

同
上
二
五
二
頁

（
４２
）

「群
馬
県
の
地
名
」

『
日
本
歴
史
地
名
体
系
』

一
〇
、
平
凡
社

（
一

九
八
七
年
）
八

一
頁
参
照

（
４３
）

『角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
三
二
・
静
岡
県

（
一
九
八
二
年
）
三
〇

〇
頁
参
照

（
４４
）

同
三

一
ｏ
鳥
取
県

（
一
九
八
二
年
）
三
二
三
、
二
三
七
頁
参
照
。

（
４５
）

甲
史
Ｉ
第

一
〇
九
号

（吾
妻
鏡
よ
り
）

（
４６
）

地
辞
七
三
九
頁

（
４７
）

同
上
五
三
一
頁

（
４８
し
　
地
辞
九
七
頁
は
そ
れ
を

「
あ
た
」
と
読
む
が
、

「
安
多
」
と
い
う

所
は
全
国
を
通
じ
て
他
に
な
い
。
鹿
児
島
に
は

「
阿
田
」

［あ
た
］
が

あ
り
、
沖
縄
に
は

「安
田
」

［あ
だ
］
が
あ
る
。

（
「
日
本
地
名
索
引
」
、

同
上
）
が
、
甲
斐
か
ら
ず
い
ぶ
ん
離
れ
た
例
で
あ
る
。
常
識
的
に
い
え

ば

「安
多
」
を

「
や
す
た
」
と
読
む
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
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（
４９
）

清
雲
俊
元
氏
な
ど
の
説
に
よ
る
と
義
定
は
逸
見
清
光
の
息
子
で
あ

っ

た
。

「
甲
斐
源
氏
安
田
義
定
」

（
一
九
八
六
年
）
。
確
か
に
義
定
は
武

田
信
義
と
逸
見
光
長

（清
光
の
長
男
達
）
よ
り
六
年
下
だ
が
、
義
定
は

相
当
に
独
自
に
活
動
し
た
。
分
家
し
た
清
光
に
対
し
、
義
清
は
孫
義
定

を
自
分
の
後
継
ぎ
と
し
て
養
子
に
も
ら
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

（
５０
）

同
上
四
三
頁
参
照

（
５．
）

甲
史
Ｉ
、
第

一
〇
二
号

（武
系
Ｈ
よ
り
）
。

（
５２
）

峰
岸
、
同
上
四
〇
ユ
四
二
頁
よ
り

（
開
）

韮
崎
市
教
育
委
員
会
作
成
の

「
旧
跡
分
布
図
」
と
山
梨
県
高
等
学
校

教
育
研
究
会
社
会
科
部
会
編
の

『
山
梨
県
の
歴
史
散
歩
』

（
一
九
八
八

年
）

一
六
五
頁
よ
り

（
５４
）

巻
四
八
・
古
跡
部
第

一
一

（
５５
）

甲
史
Ｉ
、
第
七
三
号

（九
条
三
里
宮
原
の
第
二
四
田
地
）

（
５６
）

周
知
の
よ
う
に
、

『
甲
陽
軍
鑑
』
の
著
者
と
伝
え
ら
れ
る
高
坂
弾
正

の
実
家
は
石
和
の
大
百
姓
、
春
日
氏
で
あ

っ
た
。
石
和
に
は
春
日
屋
敷

も
あ

っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
山
梨
市
は
旧
名
と
昔

「
日
下
部
」

［か
す

か
べ
］
と
い
っ
た
。
春
日
居
町
の
町
名
と
境
川
村
の

「春
日
山
」
も
関

係
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

―

『
甲
斐
国
志
』
と

『
韮
崎
市
誌
』
の
岳
田
＝
武
田
王
説
に
は
賛
成
で

き
な
い
。

「岳
田
」
の
読
み
は

「
お
か
だ
」
だ
と
思
う
。
ま
た
、
九
世

紀
始
め
頃
の
こ
の
甲
斐
国
守
と
武
田
村
の
関
連
に
つ
い
て
は
証
拠
が
な

い
。

（
５７
）

甲
史
Ｉ
、
第
二
六
一
号

（
５８
）

『
甲
陽
軍
鑑
』
品
三
九（山
梨
大
学
留
学
生
　
西
ド
イ
ツ
。
キ
ー
ル
市
）


